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定款の一部変更に関するお知らせ

当社取締役会は、2022 年 6 月 29 日開催予定の第 35 回定時株主総会に下記のとおり「定款一部変更の件」

を付議することを決議いたしましたのでお知らせします。なお、この決議は、会社法第 370 条及び当社定

款第 25 条第 2 項に基づく、みなし決議の方法によりました（決議があったものとみなされた日は 2022
年 5 月 30 日です。）。

記

１．変更の理由

①「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第 70 号）により、新たに上場会社

で場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）に関する制度が創設されまし

た。当社といたしましては、新型コロナウイルスのような感染症のまん延または天災の発生等の通常の

株主総会の開催が困難となる場合に備えて、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の

皆様の利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第 12 条

第 2 項に上記の場合に限り場所の定めのない株主総会を開催することができる旨の追加をお願いする

ものであります。株主総会の開催方法の決定にあたっては、開催の都度、株主の皆様の権利を最優先と

し、感染症や天災等を踏まえた社会的な要請を踏まえ、取締役会の決議により慎重に決定いたします。

なお、定款第 12 条第２項の効力は、本定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株

主総会が、株主の皆様の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済

産業省令および法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令および法務省令の定め

に基づき、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもっ

て生じるものとします。

②「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第 70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定

が 2022 年 9 月 1 日に施行されます。これに伴い、現行定款第 16 条（株主総会参考書類等のインター

ネット開示とみなし提供）を削除し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をと

る旨の規定および書面交付請求をした株主の皆様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するた

めの規定を新設するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。



２．変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

（下線は変更部分であります。）

現行定款 変更案

（招集）

第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月に

招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時

招集する。

＜新設＞

（株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供）

第 16 条 当会社は、株主総会の招集に関し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結

計算書類に記載または表示をすべき事項に係る

情報を、法務省令に定めるところに従いインター

ネットを利用する方法で開示することにより、株

主に対して提供したものとみなすことができる。

＜新設＞

附則１

（条文省略）

＜新設＞

（招集）

第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年 6 月に

招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時

招集する。

２ 当会社は、新型コロナウイルスのような

感染症のまん延または天災の発生等により株主

総会の場所を定めた株主総会の開催が困難な場

合に限り株主総会を場所の定めのない株主総会

とすることができる。

＜削除＞

（電子提供措置等）

第 16 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類等の内容である情報について、電

子提供措置をとるものとする。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のう

ち法務省令で定めるものの全部または一部につ

いて、議決権の基準日までに書面交付請求した株

主に対して交付する書面に記載しないことがで

きる。

附則１

（現行どおり）

附則２

１ 変更前定款第 16 条（株主総会参考書類等の

インターネット開示とみなし提供）の削除および

変更後定款第 16 条（電子提供措置等）の新設は、

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第

70 号）附則第 1 条ただし書きに規定する改正規

定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日（以下「施

行日」という）から効力を生ずるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月

以内の日を株主総会の日とする株主総会につい

ては、変更前定款第 16 条（株主総会参考書類等

のインターネット開示とみなし提供）はなお効力

を有する。

３ 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日ま

たは前項の株主総会の日から 3 か月を経過した

日のいずれか遅い日をもって自動的に削除され

ることとする。



３．日程

  定款変更のための定時株主総会開催日 2022 年 6 月 29 日（予定）

以上


